
外部相談窓口サービス［アンリ］

ご担当者様へ

外部相談窓口サービス［アンリ］を有効に

活用いただくために取り組んでいただきたいこと

株式会社ドクタートラスト



この度は、ドクタートラストの外部相談窓口サービス［アンリ］を導入いただき誠にありがとうございます。

[ アンリ ] は、ハラスメント防止のために設置が義務づけられた相談窓口としての要件を満たすサービスです。また、本サービスをより有効

に活用いただくうえでは、法令などで定められた社内体制整備への取り組みが欠かせません。

この機会にハラスメント防止に向けた取り組みができているか、あらためて確認いただきたく存じます。

オススメ！

STEP1
会社としての
方針表明
ハラスメントに
関しては特に！

STEP2
就業規則など
規程類の整備
組織としての
リスクヘッジ

ハラスメントの問題がひとたび発生すれば、会社規模にかかわらず法的リスクを負う
可能性があります。「ハラスメントを許さない」、「ハラスメント問題が発生したときは
厳正に対処する」など、会社としての方針を表明しましょう。

ハラスメント問題への対処内容は就業規則などで規定されていますか？　問題が起き
てから慌てて定めても間に合いません。
また、規定した内容について「各自で目を通しておいてください」とアナウンスする
だけでは不十分です。従業員への周知・啓発を徹底してください。

法令で定められた「ハラスメントに関する教育研修等実施」で説明を行うのが効果的です。

外部相談窓口であっても、社内での対応が必ず求められます。少なくとも担当者をはじめ
とした体制整備を行い、対応フローの中に組み込みましょう。

STEP4
社内外を問わず
相談窓口の周知徹底
利用促進のための
働きかけ

STEP3にもあるように、相談窓口に不信感を抱いている従業員は少なくありません。
また、本当に深刻な悩みのある方ほど、相談窓口を気軽に利用できない傾向があるよ
うです。相談窓口設置後は、（しつこいくらい）継続的に従業員への周知を行い「お願
いだから相談・情報提供してほしい」と会社側の姿勢を示すことが重要です。
従業員からの情報を効果的に収集し、自社内で公正な解決を図ることで訴訟リスクな
どを低減していきましょう。

STEP3
相談窓口運用
ルールの明確化
・ 相談対応体制
・ 担当者の任命や
   教育、周知

STEP5

運用の見直し

周知、相談対応
など……

相談窓口を設置・周知するだけは、ハラスメント対策としての効果は非常に限定的です。
相談が相次ぐのであれば、具体的な対応策（職場環境改善策や働き方改革など）を検討・
実施すべきといえます。
一方、相談が少ない場合には相談窓口の運用方法や体制を見直しましょう。具体的な
検証方法としては、本当にハラスメント問題が発生していないのか、あるいは相談窓口
利用のハードルが高いのかについて匿名のアンケート調査を行うなどが考えられます。

「相談しても会社側は何もしてくれない」、「相談したことで自分が不利益を被る」
相談窓口の利用率が低い企業では、従業員の方からこのような声が聞かれます。せっ
かくの相談窓口なのにもったいないですよね。窓口の運用ルールや、全体の対応フロー
を策定し、従業員に周知しましょう。また、相談者のプライバシーが保護されている
こと、不利益な扱いを受けないことも必ず明記してください。

TEL東京本社
〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂一丁目 10番 8号　渋谷道玄坂東急ビル 8階

03-3464-4000

TEL大阪支店
〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜 3丁目 1番 22号 あいおいニッセイ同和損保淀屋橋ビル 10階

06-6209-2500

ご不明点がございましたら担当営業までお気軽にお問い合わせください

https://doctor-trust.co.jp/
営業時間 9:30 ～ 18:00
定休日　 土・日・祝祭日


